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【事業の必要性】
中国残留邦人等は、今次の大戦に起因して生じた混乱等により、長期間、本邦以外の地域に居住することを余儀なくされた特別
な事情に置かれた方々であるため、これらの方の早期の帰国促進を図る必要がある。
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支出先・
使途の把
握水準・
状況

毎年度、都道府県から提出される決算報告書や委託団体の事業実績報告書等により、支出実績及び事業実施内容等
を把握している。

見直しの
余地

企画競争の実施によって、より効率的な事業の運営を図っているところである。さらに、平成22年度においては、予算
の大幅な削減を行った結果、委託先では体制の見直し等を行ったところ。
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一部改善（執行状況を予算要求に反映）

予算と執行の乖離の要因等を精査し、予算の縮減を図る必要がある。

総事業費(執行ベース) 607 645 588

執行率 97.7% 100.0% 94.1%

執行額 607 645 588

23年度要求

予算額(補正後） 621 645 625 563 542

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

日本へ永住帰国を希望する中国残留邦人等に対して永住帰国旅費や自立支度金を支給するほか、永住帰国を望まな
い方が墓参や親族訪問等を希望する場合は一時帰国旅費を支給する。
また、永住帰国直後の世帯に対しては、中国帰国者定着促進センターにおいて、６か月間にわたり基礎的な日本語教
育や日本の生活習慣等の研修を実施する。

実施状況

法律の規定に基づき、本邦への帰国を希望する中国残留邦人等の円滑な帰国を促進する。なお、本邦への永住帰国
を希望する方に対しては、早期の帰国受入を実現しており、円滑な帰国の促進は効率的に行われていると考えられ
る。
［参考］
　○中国残留邦人等の帰国世帯数　22世帯82人

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度

根拠法令
（具体的な
条項も記載）

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住
帰国後の自立の支援に関する法律第6,7,8,17条

関係する計
画、通知等

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律の施行について（平成6年9月30日　文総審第
151号・社援発第660号・職発第702号・能発第233号・住総発第
172号)

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

本邦への永住帰国を希望する中国残留邦人等の方々に帰国受入援護を行うことにより、これらの方の早期の帰国促
進を図る。

担当部局庁 社会・援護局 担当課室 援護企画課中国孤児等対策室
中国孤児等対策室長

齋藤　恭一

会計区分 一般会計 上位政策 -

事業番号 467

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)

予算事業名 中国残留邦人等に対する帰国受入援護事業
事業開始
年度

昭和48年度 作成責任者



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する)
(単位:百万円)

厚生労働省 ５８８百万円
Ａ 都道府県 ６８百万円

（内訳）上位１０者

東京都 １５百万円

兵庫県 ７百万円

青森県 ５百万円

神奈川県 ５百万円

北海道 ３百万円

千葉県 ３百万円

大阪府 ２百万円

長野県 ２百万円

山形県 ２百万円

岐阜県 ２百万円

中国帰国者定着促進センター

（スクーリング）経費、身元引受

人事業経費

Ｂ 公益法人、ＮＰＯ法人 ４２２百万円

（内訳）

（財）中国残留孤児援護基金 ３８５百万円

ＮＰＯ法人日本サハリン同胞交流協会 ３７百万円

中国帰国者定着促進センター運営経費、遠隔学習支援

事業経費、中国・樺太集団一時帰国受入事業経費

【事務委託】

【企画競争】

Ｃ 医療機関（２５機関） １４百万円

（内訳）上位１０者

防衛医科大学 ４．４百万円

医療生協さいたま生活協同組合 ３．１百万円

国立病院機構東京病院 ２．８百万円

国立障害者リハビリテーションセンター ０．８百万円

医療法人仁佑会 ０．６百万円

（有）松葉薬局 ０．３百万円

所沢市病院 ０．３百万円

医療法人悠智会 ０．２百万円

医療法人社団風韻会 ０．２百万円

医療法人至仁会 ０．１百万円

入院患者療養費

うち事務費 １６．２百万円

Ｄ 中国残留邦人等 ３９百万円

輸送費、中国国内旅費、自立支度金

Ｅ 検疫所 ２７．２百万円

（内訳）

成田空港検疫所 １３．４百万円

小樽検疫所 １３．１百万円

福岡検疫所 ０．７百万円

検疫所業務経費

中国残留邦人等の帰国受

入援護

Ｆ 中国政府 ０．８百万円

中国残留孤児の養父母扶養費支払援助金

Ｇ さくら共同法律事務所 ０．８百万円

身元未判明孤児の就籍手続きに要する裁判費用等

【随意契約】



借料
中国残留邦人の集団一時帰国受入事業
にかかる事務所借上料、自動車借上料等 7

庁費
遠隔学習支援事業にかかる教材費、通信
運搬費等 16

人件費
遠隔学習支援事業にかかる日本語講師
謝金、職員給与等 33

消費税 消費税 2

人件費
中国残留邦人の集団一時帰国受入事業
にかかる滞在世話人謝金、職員給与等 17

計 39 計 0

中国国内旅
費

永住・一時帰国者の中国国内旅費 4

自立支度金 永住帰国者の生活基盤の確立に資す
るための資金

13

輸送費 永住・一時帰国者の航空費 22

D.　中国残留邦人等 H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 4.4 計 0.8

医療費 中国帰国者定着促進センター入所者
の通入院費

4.4 雑役務費 身元未判明孤児の就籍手続きに要す
る裁判費用等

0.8

C.　防衛医科大学 G.　さくら共同法律事務所

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 385 計 0.8

消費税 消費税 1

庁費
中国残留邦人の集団一時帰国受入事業
にかかる会議費、消耗品費等 10

消費税 消費税 14

生活費
中国帰国者定着促進センターの入所者生
活費等 37

庁費
中国帰国者定着促進センターの運営にか
かる教材費、消耗品費、雑役務費等 46

人件費
中国帰国者定着促進センターの運営にか
かる日本語講師謝金、職員給与等 202 養父母扶養

費
中国残留孤児の養父母扶養費支払
援助金

0.8

B.　（財）中国残留孤児援護基金 F.　中国政府

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 15 計 13.4

その他 通信運搬費、職員旅費等 1

金　額
(百万円）

諸謝金 身元引受人謝金 14 検疫所業務
経費

一時帰国者の滞在費等 13.4

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.　東京都 E.　成田空港検疫所

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途


